
益

城

町

ま
し

き

ま
ち

（役 場）

一 
 

概

況

 
 

熊
本
県
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
す
る
、
人
口
三
二
、
六
七
六
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面

積
約
六
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
町
で
あ
る
。
東
は
西
原
村
、
北
は
熊
本
市
及
び
菊
陽
町
、
西

は
熊
本
市
及
び
嘉
島
町
、
南
は
御
船
町
に
そ
れ
ぞ
れ
接
し
て
い
る
。
町
の
東
南
部
は
、
城
山
（
四

八
〇
メ
ー
ト
ル
）、
朝
来
山
（
四
六
五
メ
ー
ト
ル
）、
船
野
山
（
三
〇
八
メ
ー
ト
ル
）、
飯
田
山
（
四

三
一
メ
ー
ト
ル
）
の
四
峯
が
阿
蘇
外
輪
山
に
連
な
る
山
岳
部
で
、
北
部
一
帯
は
、
畑
地
を
中
心

と
し
た
益
城
台
地
が
、
中
央
部
は
、
水
田
地
帯
が
広
が
り
、
熊
本
平
野
の
一
環
を
形
成
す
る
と

と
も
に
、
都
市
近
郊
型
の
住
宅
地
帯
が
広
が
っ
て
い
る
。
町
の
中
央
を
木
山
川
、
秋
津
川
及
び

赤
井
川
が
東
西
に
貫
流
し
、
熊
本
市
に
お
い
て
矢
形
川
と
合
流
し
て
加
勢
川
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

産
業
と
し
て
は
、
農
業
は
、
す
い
か
、
メ
ロ
ン
、
ミ
ニ
ト
マ
ト
な
ど
の
施
設
園
芸
作
物
を
中

心
に
、
米
、
甘
藷
、
大
豆
、
柿
（
太
秋
柿
）
な
ど
が
栽
培
さ
れ
、
酪
農
も
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
、

平
坦
地
域
に
は
企
業
進
出
も
進
ん
で
い
る
。
町
北
部
に
は
熊
本
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
セ
ン
タ
ー
、
熊

本
大
学
地
域
共
同
研
究
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
て
先
端
技
術
の
研
究
所
や
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
企
業

な
ど
が
多
く
進
出
し
て
い
る
熊
本
テ
ク
ノ
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
が
あ
る
ほ
か
、新
規
の
工
業
団
地
、

く
ま
も
と
臨
空
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
も
整
備
中
で
、
大
手
半
導
体
・
液
晶
製
造
装
置
メ
ー
カ
ー
の
工

場
新
設
が
決
定
し
て
い
る
。

 
 

交
通
面
で
は
、
南
北
に
国
道
四
四
三
号
が
縦
貫
し
、
そ
れ
に
交
差
し
て
県
道
二
八
号
（
熊
本

高
森
線
）、
三
六
号
（
第
二
空
港
線
）
な
ど
が
走
る
。
阿
蘇
く
ま
も
と
空
港
や
、
九
州
自
動
車
道

益
城
・
熊
本
空
港
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
な
ど
を
抱
え
、
熊
本
市
街
へ
も
至
近
で
あ
り
、「
熊
本
の

玄
関
口
」
と
し
て
発
展
し
て
い
る
。

 
 

名
所
旧
跡
と
し
て
は
、
熊
本
テ
ク
ノ
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
、
地
方
都
市
で
は
最
大
級
の
本
格
的

展
示
施
設
で
あ
る
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本
な
ど
が
あ
り
、
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
の
駐
車
場
で
の
ま
し
き

メ
ッ
セ
も
や
い
市
（
朝
市
）
も
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
木
山
氏
代
々
の
居
城
跡

で
あ
る
木
山
城
跡
、
平
安
末
期
に
建
立
さ
れ
た
と
い
う
飯
田
山
常
楽
寺
の
山
門
、
安
置
さ
れ
て

い
る
十
一
面
千
手
観
音
立
像
及
び
神
仏
像
、
豊
富
な
湧
水
で
知
ら
れ
る
潮
井
水
源
、
天
然
水
が

湧
く
貯
水
池
「
そ
う
め
ん
滝
」
な
ど
が
あ
る
。
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二 
 

町
名
の
由
来

三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

 
 

昭
和
の
合
併
時
に
、
郡
内
第
一
番
目
の
合
併
町
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
郡
名
の「
益
城
」

を
と
っ
て
町
名
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 

平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
策
定
し
た
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
で
は
、
当
地
域
に
つ
い
て
は
、

御
船
町
、
嘉
島
町
、
甲
佐
町
と
の
四
町
合
併
の
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
叩
き
台
に
四

町
で
の
合
併
検
討
が
進
ん
だ
が
、
平
成
一
四
年
五
月
、
益
城
町
は
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
と

し
て
、
こ
の
枠
組
み
か
ら
の
離
脱
を
表
明
し
た
。

 
 

町
内
で
は
、
平
成
一
四
年
九
月
以
降
、
熊
本
市
と
の
法
定
協
議
会
設
置
を
求
め
る
住
民
発
議

の
手
続
が
進
み
、
平
成
一
五
年
八
月
に
は
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
た
が
、
熊
本
市
と
の
法
定
協

議
会
設
置
反
対
票
が
上
回
り
、
熊
本
市
と
の
合
併
は
な
ら
な
か
っ
た
。

 
 

そ
の
後
、
益
城
町
で
は
、
阿
蘇
郡
西
原
村
と
の
法
定
協
議
会
設
置
議
案
も
否
決
さ
れ
、
町
は

そ
の
ま
ま
単
独
町
制
の
道
を
歩
ん
だ
。
（
第
二
編
「
上
益
城
地
域
」
参
照
）

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
一
） 

 
飯
野
村

　

本
村
の
地
域
は
、
旧
藩
時
代
、
櫛
島
、
高
免
、
下
免
、
砥
川
、
上
砥
川
、
下
砥
川
、
木
崎
、

赤
井
の
各
村
に
分
か
れ
、
東
無
田
は
沼
山
津
手
永
に
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
他
は
鯰
手
永
の
、

飯

野

村

広

安

村

木

山

町

福

田

村

津

森

村

益

城

町

益

城

町

（
昭
二
九
・
四
・
一

新
設
）

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

砥

川

村

赤

井

村

小

池

村

島

田

村

広

崎

村

古

閑

村

福

富

村

惣

領

村

馬

水

村

安

永

村

本

山

町

寺

迫

村

宮

園

村

福

原

村

平

田

村

上

陳

村

下

陳

村

田

原

村

寺

中

村

小

谷

村

杉

堂

村

飯

野

村

飯

野

村

広

安

村

広

安

村

木

山

町

木

山

町

福

田

村

福

田

村

津

森

村

津

森

村

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）
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支
配
を
受
け
て
い
た
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
藩
政
改
革
の
際
、
高
免
、
下
免
は
合
併
し

て
小
池
村
と
な
っ
た
。同
七
年
の
改
正
大
小
区
制
の
も
と
で
は
第
四
大
区
第
二
小
区
と
な
り
、

九
年
の
地
租
改
正
に
伴
う
町
村
合
併
の
際
、
元
沼
山
津
手
永
に
属
し
て
い
た
。
砥
川
村
、
上

砥
川
村
、
下
砥
川
村
が
合
併
し
て
砥
川
村
と
な
り
、
赤
井
村
と
木
崎
村
が
合
併
し
て
赤
井
村

と
な
り
、
東
無
田
村
は
、
櫛
島
村
と
合
併
し
て
島
田
村
と
な
っ
た
が
、
一
二
年
の
郡
区
町
村

編
制
法
の
施
行
に
伴
な
い
、
小
池
村
、
赤
井
村
、
島
田
村
お
よ
び
砥
川
村
が
同
一
の
戸
長
役

場
区
域
と
な
っ
た
。
二
二
年
町
村
制
施
行
と
と
も
に
こ
の
四
か
村
が
合
併
し
て
飯
野
村
と
な

っ
た
。 

（
二
） 

広
安
村 

本
村
の
地
域
は
広
崎
村
な
ど
六
か
村
か
ら
な
り
、
旧
藩
時
代
に
は
沼
山
津
手
永
惣
庄
屋
の

治
下
に
あ
っ
た
が
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
も
と
で
は
第
四
大
区
に

属
し
、
安
永
村
は
第
五
小
区
に
、
広
崎
、
惣
領
、
古
閑
、
福
富
、
馬
水
の
五
か
村
は
第
六
小

区
に
編
入
さ
れ
た
。
一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
伴
な
い
、
安
永
村
は
木
山
町
な

ど
と
同
一
行
政
区
域
と
な
り
、
広
崎
村
な
ど
五
か
村
は
そ
の
ま
ま
で
同
一
行
政
区
域
と
な
っ

た
が
、
一
七
年
に
安
永
、
惣
領
、
馬
水
の
三
か
村
は
木
山
町
な
ど
と
木
山
町
列
に
、
福
富
、

広
崎
、
古
閑
の
三
か
村
は
沼
山
津
村
列
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ
た
。
そ
の
後
、
二
二
年
の

町
村
制
施
行
の
際
、
六
か
村
が
合
併
し
て
広
安
村
と
な
っ
た
。 

（
三
） 

木
山
町 

本
町
の
地
域
は
、
木
山
町
、
寺
迫
村
、
宮
園
村
の
三
か
町
村
か
ら
な
り
、
木
山
町
は
も
と

腰
尾
町
と
い
っ
た
が
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）、
木
山
氏
が
き
て
居
城
を
今
の
古
城
に
築
き
、

町
名
を
木
山
と
改
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
旧
藩
時
代
は
、
附
近
の
二
八
か
村
と
と
も
に
沼

山
津
手
永
に
属
し
、
木
山
町
手
永
会
所
を
置
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小

区
制
の
も
と
で
は
第
四
大
区
第
五
小
区
に
入
り
、
九
年
の
行
政
区
域
変
更
に
よ
り
、
迫
村
と

下
寺
中
村
が
合
併
し
て
寺
迫
村
と
な
っ
た
。
一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
施
行
に
よ
り
、
木

山
町
、
宮
園
村
は
安
永
村
と
と
も
に
一
行
政
区
域
に
、
寺
迫
村
は
平
田
、
寺
中
の
両
村
と
同

一
行
政
区
域
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
戸
長
役
場
が
設
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
七
年
に
は
行
政

区
域
を
修
正
し
て
、
木
山
、
宮
園
、
安
永
の
三
か
町
村
と
惣
領
、
寺
迫
、
馬
水
の
三
か
村
を

合
わ
せ
て
同
一
戸
長
役
場
の
も
と
に
置
い
た
が
、
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
際
し
て
、
木
山

町
、
宮
園
村
、
寺
迫
村
が
合
併
し
て
木
山
町
と
な
っ
た
。 

（
四
） 

福
田
村 

旧
藩
時
代
、
本
村
の
地
域
は
、
沼
山
津
手
永
に
属
す
る
木
山
郷
の
上
福
原
村
、
下
福
原
村

と
、
津
森
郷
の
平
田
村
か
ら
成
っ
て
い
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
改
正
大
小
区
制
の
も

と
で
は
第
四
大
区
第
五
小
区
に
属
し
た
が
、
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
伴
な
い
、

福
原
村
は
単
独
で
、
平
田
村
は
寺
迫
、
寺
中
の
両
村
と
と
も
に
同
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
。

一
七
年
に
は
福
原
、
平
田
の
二
か
村
で
同
一
戸
長
役
場
区
域
と
な
っ
た
が
、
二
二
年
の
町
村

制
施
行
に
よ
り
、
こ
の
二
か
村
が
合
併
し
て
福
田
村
と
な
っ
た
。 

（
五
） 

津
森
村 

本
村
の
地
域
は
、
田
原
村
、
寺
中
村
な
ど
六
か
村
か
ら
な
り
、
津
守
郷
（
津
守
保
と
称
し

た
こ
と
も
あ
る
。）
の
も
と
に
あ
っ
た
が
、
旧
藩
時
代
は
沼
山
津
手
永
惣
庄
屋
の
支
配
を
受
け

た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
も
と
で
は
第
四
大
区
に
属
し
、
寺
中
村

は
第
五
小
区
に
、
上
陳
、
下
陳
、
小
谷
、
田
原
、
杉
堂
の
五
か
村
は
第
八
小
区
に
編
入
さ
れ

た
が
、
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、
上
陳
、
な
ど
五
か
村
が
同
一
戸
長
役

場
区
域
と
な
り
、
寺
中
村
は
、
平
田
、
寺
迫
両
村
と
同
一
行
政
区
域
と
さ
れ
た
。
一
七
年
、

行
政
区
域
の
変
更
に
よ
り
、
六
か
村
は
田
原
村
列
と
し
て
同
一
戸
長
役
場
区
域
と
な
り
、
二

二
年
の
町
村
制
施
行
に
伴
な
い
、
六
か
村
が
合
併
し
て
津
森
村
と
な
っ
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
八
月
一
一
日
、
郡
町
村
長
会
の
席
上
、
県
か
ら
木
山
地
区
八
か

町
村
の
合
併
案
が
示
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
関
係
八
か
町
村
長
が
無
記
名
投
票
を
行
な

っ
た
と
こ
ろ
、 

（
一
）
木
山
、
飯
野
、
広
安
、
秋
津
、
福
田
、
津
森
の
六
か
町
村
合
併
を
是
と
す
る
も
の 

五
票 

（
二
）
木
山
、
広
安
、
秋
津
の
三
か
町
村
合
併
を
是
と
す
る
も
の 

一
票 

（
三
）
河
原
、
山
西
の
二
か
村
合
併
を
是
と
す
る
も
の 

 
 
 

 

一
票 

（
四
）
木
山
地
区
全
町
村
の
合
併
を
是
と
す
る
も
の 

 
 
 

 
 

一
票 

と
い
う
結
果
が
で
た
。
し
か
し
、
な
る
べ
く
大
き
く
ま
と
め
た
い
と
い
う
県
側
の
要
望
も
あ
っ

て
、
一
応
木
山
地
区
全
部
で
合
併
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
こ
と
と
申
し
合
わ
せ
た
。 

そ
の
後
、
県
は
、
一
〇
月
五
日
、
町
村
合
併
基
準
委
員
会
に
、
河
原
、
白
水
、
福
田
、
木
山
、

津
森
の
五
か
町
村
合
併
と
飯
野
、
広
安
、
秋
津
の
三
か
村
合
併
の
二
ブ
ロ
ッ
ク
試
案
を
示
し
た

が
、
そ
の
後
、
一
一
月
一
六
日
、
こ
の
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
合
わ
せ
た
八
か
町
村
合
併
に
修
正
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し
て
県
の
合
併
試
案
を
発
表
し
た
。 

そ
こ
で
、
関
係
八
か
町
村
合
併
特
別
委
員
会
を
つ
く
り
、
た
び
た
び
協
議
を
行
な
っ
た
結
果
、

平
坦
地
区
六
か
町
村
合
併
の
線
が
強
く
な
り
、
合
併
は
時
間
の
問
題
と
思
わ
れ
る
ま
で
に
至
っ

た
。
し
か
し
、
白
水
村
は
同
年
一
二
月
に
至
り
、
地
理
的
条
件
か
ら
木
山
地
区
の
合
併
に
つ
い

て
い
け
な
い
と
い
う
意
思
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
ま
た
、
河
原
村
は
、
は
っ
き
り
意
思
表
示
は
し

な
い
が
、
木
山
地
区
の
合
併
に
は
気
乗
り
薄
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

翌
二
九
年
一
月
、
県
か
ら
平
担
地
区
の
五
か
町
村
長
に
対
し
て
、
秋
津
村
の
熊
本
市
編
入
が

は
っ
き
り
し
た
の
で
、
八
か
町
村
合
併
は
不
可
能
に
な
っ
た
が
、
郡
内
で
一
番
合
併
の
気
運
が

高
ま
っ
て
い
る
木
山
地
区
五
か
町
村
で
、
四
月
一
日
の
合
併
を
目
標
に
準
備
し
て
も
ら
い
た
い

と
い
う
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
平
担
地
区
五
か
町
村
で
は
、
合
併
促
進
協
議
会

を
結
成
し
て
木
山
町
役
場
に
事
務
所
を
置
き
、
合
併
事
務
の
準
備
に
あ
た
ら
せ
た
。
同
年
一
月

二
五
日
、
木
山
小
学
校
講
堂
に
初
の
合
併
促
進
協
議
会
を
招
集
し
、
役
場
機
構
、
町
名
、
職
員

の
身
分
取
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
た
。 

協
議
会
は
こ
の
ほ
か
、
各
種
団
体
、
公
民
館
、
小
中
学
校
、
保
健
衛
生
施
設
な
ど
の
統
合
整

備
問
題
、
厚
生
施
設
に
関
す
る
事
項
、
町
村
税
率
に
関
す
る
事
項
、
基
本
財
産
の
処
分
問
題
な

ど
に
つ
い
て
も
協
議
し
た
結
果
、
福
田
村
お
よ
び
津
森
村
か
ら
、
山
林
原
野
は
、
財
産
区
と
し

て
残
し
た
い
と
の
強
い
要
望
が
あ
っ
た
。 

こ
の
日
の
協
議
会
で
決
定
し
た
事
項
に
基
づ
い
て
、
事
務
局
は
、
二
月
一
二
日
ま
で
に
新
町

建
設
計
画
を
作
成
し
、
翌
一
三
日
、
第
二
回
の
協
議
会
を
開
い
て
建
設
計
画
を
仮
決
定
す
る
と

と
も
に
新
町
名
を
益
城
町
と
し
た
。 

こ
う
し
て
県
の
合
併
試
案
で
あ
る
八
か
町
村
か
ら
熊
本
市
へ
編
入
を
希
望
す
る
秋
津
村
、
津

田
・
原
水
ブ
ロ
ッ
ク
を
希
望
す
る
白
水
村
お
よ
び
態
度
未
決
定
の
河
原
村
を
除
き
、
津
森
、
福

田
、
木
山
、
飯
野
、
広
安
の
五
か
町
村
は
、
二
九
年
四
月
一
日
、
合
併
し
て
新
し
く
益
城
町
と

な
っ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

町
議
会
議
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
村
合
併
の
際
、
合
併
関
係
町
村

の
議
会
の
議
員
で
新
町
の
議
会
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
も
の
は
、
昭
和
三
〇
年
三
月
三

一
日
ま
で
引
き
続
き
新
町
の
議
会
の
議
員
と
し
て
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
二
） 

合
併
関
係
町
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い 

１
、
町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ

る
合
併
関
係
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
引
き
続
き
新
町
の
職
員
と
し
て
身
分
を
保
有
せ

し
め
、
職
員
の
勤
務
年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。 

２
、
特
別
職
の
職
員
は
、
町
村
合
併
功
労
者
と
し
て
別
に
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
退
職
手

当
に
つ
い
て
も
別
途
考
慮
す
る
。 

３
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係
町
村
間
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
そ
の

他
の
身
分
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
一
般
職
の
職
員
す
べ
て
を
通
じ
て
公
正
に
処
理
す
る
。 

４
、
一
般
職
の
職
員
の
退
職
手
当
は
、
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
普
通
退
職
手
当
の
額
に
左
に

揚
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

ア
、
昭
和
二
九
年
四
月
一
日
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者 

一
〇
〇
分
の
三
〇
〇 

イ
、
昭
和
二
九
年
九
月
三
〇
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者 

一
〇
〇
分
の
二
五
〇 

ウ
、
昭
和
三
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者 

一
〇
〇
分
の
二
二
五 

（
三
） 

部
落
嘱
託
員
の
設
置 

合
併
関
係
町
村
の
嘱
託
員
（
区
長
、
連
絡
員
、
世
話
係
）
は
、
こ
れ
を
存
置
し
、
逐
次
統

合
整
理
す
る
。 

（
四
） 

行
政
財
産
、
一
般
基
本
財
産
お
よ
び
負
債
帰
属
処
分 

１
、
行
政
財
産
は
、
い
っ
さ
い
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

２
、
一
般
基
本
財
産
中
、
山
林
お
よ
び
原
野
を
除
き
、
他
は
い
っ
さ
い
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

３
、
特
別
基
本
財
産
中
、
山
林
お
よ
び
原
野
を
除
き
、
他
は
い
っ
さ
い
新
町
へ
引
き
継
ぐ
。 

４
、
負
債
（
一
時
借
入
金
を
除
く
。）
は
、
全
額
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

（
五
） 

町
村
税
そ
の
他
の
滞
納
整
理 

合
併
関
係
町
村
の
町
村
税
そ
の
他
の
収
入
金
で
収
入
未
納
分
は
、
町
村
合
併
の
前
日
ま
で

に
、
八
割
徴
収
整
理
す
る
よ
う
措
置
す
る
。 

（
六
） 

町
お
よ
び
字
の
名
称 

合
併
関
係
町
村
の
新
し
い
町
お
よ
び
字
を
次
の
よ
う
に
設
置
す
る
。 
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設
置
す
る
町
お

よ
び
字
の
名
称

設
置
す
る
町
お

よ
び
字
の
名
称

区

域

区

域

益
城
町
大
字
砥
川

〃

小
池

〃

島
田

〃

古
閑

〃

惣
領

〃

馬
水

〃

広
崎

〃

福
富

〃

平
田

〃

田
原

〃

下
陳

飯
野
村
大
字
砥
川
の
区
域

広
安
村
大
字
古
閑
の
区
域

福
田
村
大
字
平
田
の
区
域

津
森
村
大
字
田
原
の
区
域

〃

小
池
の
区
域

〃

島
田
の
区
域

〃

惣
領
の
区
域

〃

馬
水
の
区
域

〃

広
崎
の
区
域

〃

福
富
の
区
域

〃

下
陳
の
区
域

益
城
町
大
字
安
永

〃

宮
園

〃

木
山

〃

寺
迫

〃

福
原

〃

赤
井

〃

上
陳

〃

小
谷

〃

杉
堂

〃

寺
中

広
安
村
大
字
安
永
の
区
域

木
山
村
大
字
宮
園
の
区
域

福
田
村
大
字
福
原
の
区
域

飯
野
村
大
字
赤
井
の
区
域

津
森
村
大
字
上
陳
の
区
域

〃

木
山
の
区
域

〃

寺
迫
の
区
域

〃

小
谷
の
区
域

〃

杉
堂
の
区
域

〃

寺
中
の
区
域

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町

村

名

飯

野

村

広

安

村

木

山

町

福

田

村

津

森

村

田
口
歳
一
郎

川
崎
義
次
郎

松
田
喜
代
治

安
田
市
太
郎

富

永

愛

夫

城

本

三

男

大

村

茂

助

泉

寛

平

内

田

次

雄

下

田

鉄

男

津
田
茂
八
郎

上

村

弥

熊

坂

井

一

男

大
津
山

衛

陳

亀

雄

木

村

庄

司

大
矢
野
光
蔵

岡

本

嘉

一

川

添

広

次

陳

春

雄

河

端

正

誠

西

山

義

昌

田
中
賢
太
郎

松

本

義

男

福

本

光

夫
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合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

区

分

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

都
市
的

業

態

戸人
千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人人人

平
方
粁

商
工
業

そ
の
他

そ
の
他

計計
農

業

官

公

署

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市
町
村
税
納
税
額

前
年
度
予
算
総
額

生

産

額

鉱
工
産

農

産

そ
の
他

計

二
一
、
〇
四
七

三
、
八
五
三

六
六
・
〇
五

一
、
六
八
五

一
、
四
五
二

三
、
一
一
〇

一
五
、
一
〇
〇

二
、
八
一
〇

一
七
、
九
一
〇

一
四三

―

二
七
、
五
三
三

三
、
一
六
一

三
二
、
七
三
二

六
三
、
九
〇
四一

八
一
、
一
八
六

四
八
九
、
四
〇
一

四
八
、
五
五
〇

六
一
九
、
一
三
七

四
、
八
二
四

八
九
〇

一
六
・
三
二

二
四
九

四
二
五

六
四
七

三
、
三
九
二

七
五
八

四
、
一
五
〇二

――

四
、
八
三
七

五
五
二

六
、
四
二
六

一
〇
、
九
七
五

―

二
〇
、
四
六
五

一
三
八
、
〇
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

一
七
三
、
四
六
五

四
、
六
六
三

八
五
二

九
・
七
二

一
七
一

一
七
九

三
五
〇

三
、
二
三
四

一
、
〇
七
九

四
、
三
一
三一一

―

九
、
〇
六
七

五
四
七

七
、
三
八
八

一
七
、
一
七
三

―

三
三
、
九
二
一

七
三
、
八
九
四

二
九
、
五
〇
〇

一
三
七
、
三
一
五

六
、
二
七
六

一
一
、
三
八
八一

二
五
、
〇
〇
〇

四
八
、
七
〇
七

五
〇

七
三
、
七
五
七

三
、
三
九
二

六
八
三

六
・
三
七

七
二
六

六
三
六

一
、
八
九
六

一
、
三
六
二

一
三
四

二
、
〇
三
〇五一

―

四
、
三
二
七

一
、
三
六
七

三
、
六
五
三

六
一
五

一
三
・
〇
二

八
五

一
一
〇

一
九
五

二
、
九
八
五

四
七
三

三
、
四
五
八二一

―

三
、
〇
三
二

二
一
六

五
、
七
七
三

七
、
四
四
九

――

七
〇
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

七
二
、
〇
〇
〇

四
、
五
一
五

八
一
三

二
〇
・
六
二

四
五
四

一
〇
三

五
五
六

三
、
五
九
三

三
六
六

三
、
九
五
九四

――

六
、
二
七
〇

四
七
九

六
、
八
六
九

一
六
、
九
一
九

―

一
、
八
〇
〇

一
五
八
、
八
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

一
六
二
、
六
〇
〇

そ
の
他

の
業
態

中
学
校
以

上
の
学
校

会
社
、工
場
、

事
業
場

資
本
金
五
百

万
円
以
上

（

）
益
城
町

飯
野
村

合

併

町

村

広
安
村

木
山
村

福
田
村

津
森
村


	益城町

